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令和８年度選ばれる職場づくり推進事業業務委託仕様書（案）  

 

 この仕様書は、長野県（以下「県」という。）が行う令和８年度選ばれる職場づくり推進事

業を業務委託するに当たり、その仕様等に関し必要な事項を定めるものである。  

 

１ 業務名 

令和８年度選ばれる職場づくり推進事業業務  

 

２ 目的 

  多様な働き方制度の導入・雇用制度の整備を通した職場環境の改善により、労働者や求

職者に選ばれる職場づくりを進め、多様な人材の労働参加を促す。  

また、採用ノウハウの普及や企業の課題・ニーズに応じた採用戦略構築支援を通し、県

内企業が効果的な採用活動を行えるよう支援することで、人材確保・定着につなげる。  

 

３ 履行期間 

令和８年４月１日から令和９年３月 31 日まで 

 

４ 委託契約書 

別添のとおり  

 

５ 業務内容 

（１）職場環境改善アドバイザー及び介護分野専門アドバイザーによる企業又は介護事業所

の訪問並びに職場いきいきアドバンスカンパニー認証の審査  

ア 原則として、職場環境改善アドバイザーを 11 名、介護分野専門アドバイザーを４名

配置する。  

イ  職場環境改善アドバイザー 11 名のうち９名は県内全域の介護事業所を除く企業を

年間 2,650 か所以上訪問できるよう、担当地区を決めて計画的、効率的な訪問を行い、

２名は（３）アの問い合わせ窓口に配置し、職場いきいきアドバンスカンパニー認証

（以下「アドバンス認証」という。）の審査業務に従事するものとし、県の定める実施

要領に基づき内容を審査するとともに、申請書等に不備がある場合は申請者に連絡し

て補正・追加提出を求める。  

ウ 介護分野専門アドバイザーは、県内全域の介護事業所を年間延べ 1,000 件以上訪問

支援できるよう、担当地区を決めて計画的、効率的な訪問を行う。  

  エ 職場環境改善アドバイザー及び介護分野専門アドバイザーは、訪問の際、企業又は

介護事業所（以下「企業等」という。）に対して以下の業務を行う。 

(ｱ) アドバンス認証の制度説明及び認証申請の働きかけ  

  働きかけの概要は以下のとおり  

〇雇用制度の整備、働き方改革関連法等の遵守、非正規社員の処遇向上、職場環境改

善、男女間賃金差異の公表、 

社会貢献活動、性の多様性に関する取組の促進 

〇多様な働き方を実現する制度の導入及び利用促進  

・多様な働き方制度、育児・介護休業制度、年次有給休暇（半日・時間単位取得を

含む）、特別休暇制度、性別に応じた健康課題への対応、治療と仕事の両立支援制度、
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事業所内保育施設等の整備、勤務間インターバル制度等の導入及び利用促進  

〇多様な人材活躍の登用・雇用・育成に関する取組促進  

・女性、高齢者、障がい者、外国人の登用、雇用及び育成並びに活躍できる職場環

境づくりに関する取組の促進  

・女性役員の登用や女性管理職比率の公表  

〇若者や就職氷河期世代の雇用・育成に関する取組促進  

・若者及び就職氷河期世代の雇用・定着・育成に関する取組の促進（離職防止・定

着支援、資格取得や業務スキルアップ支援、職場実習機会の提供、奨学金返還支援

制度の導入支援等）  

   (ｲ)訪問企業等の職場環境、人材確保の状況把握及びアドバンス認証要件を満たすため

に必要な課題の整理  

(ｳ)(ｲ)の課題解決のための具体的なアドバイス  

(ｴ)(ｲ)の課題解決のために、専門的な知識や資格を有する者（以下「専門家」という。） 

 のアドバイスが必要な場合は、当該専門家の派遣の手配。 

(ｵ)「ながのけん社員応援企業のさいと」に取材記事を掲載する先進企業等をアドバン     

ス認証企業の中から８社選定し、県労働雇用課に報告すること。  

(ｶ)「社員の子育て応援宣言」の趣旨説明、同宣言の新規登録、継続登録の依頼及び「な  

がのけん社員応援企業のさいと」の紹介、同サイト上での登録方法の説明。 

      (ｷ)男性従業員の育児休業の取得促進に向けた県「パパ育休応援奨励金」の紹介及び

活用促進  

(ｸ)女性向け短期インターンシップ受入企業等の開拓 

(ｹ)奨学金返還支援制度の紹介及び導入支援、県の奨学金返還支援制度導入企業サポー

ト事業補助金の周知・活用促進  

(ｺ)「シューカツＮＡＧＡＮＯ」の紹介、同サイト上での登録方法の説明  

(ｻ)ワーク・ライフ・バランス、働き方改革等についての啓発  

(ｼ)国の「女性の活躍・両立支援総合サイト」における「女性の活躍推進企業データベ

ース」への自社の情報（男女間賃金差異、女性管理職比率等）の登録による開示の

促進 

(ｽ)自社の働き方や女性活躍等についての課題発見につなげるための県の「簡易診断ツ

ール」（仮称）の周知・活用の推進  

(ｾ)カスタマーハラスメント防止に向けた正しい知識の啓発・周知及び事業主の体制整

備支援に係るアドバイス  

(ｿ)事業者に課されている職場における熱中症対策義務及び対策に活用可能な国補助

金（エイジフレンドリー補助金）等の周知・啓発  

(ﾀ)県及び国の制度（不妊治療等と仕事の両立、次世代育成支援対策推進法及び女性活  

 躍推進法の一般事業主行動計画策定、くるみん等認定制度、各種助成金等）の周知  

(ﾁ)前各号に掲げるもののほか、県が実施する事業、セミナー、その他取組に係るの

周知 

オ 職場環境改善アドバイザー及び介護分野専門アドバイザーの企業等の訪問、女性向

けの短期インターンシップ受入企業等の開拓にあたっては、次の点に留意する。  

(ｱ)職場環境改善アドバイザー及び介護分野専門アドバイザーは訪問した企業等の多

様な働き方制度導入状況やアドバンス認証申請意向等を相互に共有し、円滑な支援

につなげる。  
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   (ｲ)本事業は県の委託事業である旨を説明し広く理解を求めるよう努める。 

(ｳ)必要に応じて所管する労政事務所を訪問し、訪問企業等に関する情報共有を図る。 

(ｴ)インターンシップの実施にあたり、県労働雇用課が実施する「地域就労支援センタ  

 ー事業」及び受入企業等との円滑な連携を支援し、インターンシップが適切に実施

されるよう努める。 

(ｵ)訪問した企業等の求人に関する情報を (ｴ)の受託者と共有し、就職を希望する女性

が円滑に就職できるよう努める。 

   (ｶ)訪問した企業等の奨学金返還支援制度の導入支援にあたり、県労働雇用課が実施す    

    る「奨学金返還支援制度導入企業サポート事業」と連携し、情報共有する。  

   (ｷ)性別にかかわらず育児休業が取得しやすい職場環境づくりを促進するにあたり、県

労働雇用課が実施する「男性の育児休業取得促進事業」と連携し、情報共有する。  

   (ｸ)女性役員と女性管理職の登用の促進にあたり、県労働雇用課が実施する「女性リー

ダー創出プロジェクト事業」及び県産業人材育成課が実施する「女性のキャリア形

成支援事業」と連携し、情報共有する。  

   (ｹ)カスタマーハラスメント防止に向けた正しい知識の啓発・周知及び事業主の体制整

備支援にあたり、県労働雇用課が実施する「カスハラ対策による安心職場づくり事

業」と連携し、情報共有する。  

(ｺ)ワーク・ライフ・バランス、働き方改革の啓発に当たっては、ライフステージに応   

  じた健康課題、育児期の社員の就業継続に対しても着目の上、実施する。  

(ｻ)県労働雇用課からの要請により、長野労働局、働き方改革推進支援センター、県内  

 経済団体等の関係機関と連携した企業等の訪問等を実施する。 

(ｼ)県労働雇用課との協議により、重点的に企業等に働きかける事項を決定し、企業等

に対する集中的な働きかけを実施する。 

(ｽ)県介護支援課及び長野県社会福祉協議会が実施する「信州福祉事業所認証・評価制  

度（信州ふくにん）」と連携し、情報共有を図る。  

   (ｻ)前各号に掲げる事業のほか、県労働雇用課が実施する事業との連携を図る。  

  カ 介護分野専門アドバイザーは、地域包括支援センターや市町村の介護相談窓口を訪

問し、以下の業務を行う。 

(ｱ)県内の介護離職に関する状況や、介護休業等の支援制度を周知し、家族介護者に対  

する就業継続のための助言や支援の要請  

(ｲ)介護休業等の支援制度の利用に関して、家族介護者が必要に応じて相談ができるよ  

う、労政事務所及び長野労働局等の相談窓口の案内  

 

（２）職場環境改善アドバイザー及び介護分野専門アドバイザーの労務管理  

受託者は、次の事項に留意の上、職場環境改善アドバイザー及び介護分野専門アドバ

イザー（以下「アドバイザー」という。）の勤務状況の把握、進捗状況の管理、成果の把

握等の労務管理を行うこと。 

ア アドバイザーは、本事業を行うのに相当な実務経験及び知識を有する者であること。  

イ アドバイザーは、事務所拠点もしくは自宅拠点とすることも可とする。 

ウ 受託者は、自宅を拠点とするアドバイザーがいる場合には労務管理を適切に行い、

事業が効率的かつ確実に遂行できるよう配慮するとともに、交通事故防止などの安全

面についても十分配慮すること。  

エ 受託者は、アドバイザーの業務遂行に必要な労働関係法規、各種制度、国・県にお  
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   ける関連事業等に関する研修を必要に応じ実施する。 

オ 受託者は、月に１回以上は管理者及びアドバイザーを参集し、事業の進捗状況や課

題等の把握と情報共有を行う。 

 

（３）アドバンス認証事務  

  ア 受託者は、アドバンス認証に関する問い合わせ窓口を設置すること。 

 イ 受託者は、申請者に対するアドバンス認証申請書類整備補助、書類の一次審査及び

更新審査並びに県労働雇用課への書類提出を行うこと。 

  ウ 県における認証決定後、認証企業に交付する認証書を作成し、県へ引き渡すこと。 

  エ 受託者は、認証マークの電子データを適切に管理し、オンライン上のファイル共有  

サーバを使用するなど、認証企業がメールによらない方法でマークを取得できるよう  

提供方法を用意すること。 

 

（４）多様な働き方制度導入への専門的アドバイスの実施  

多様な働き方制度導入にあたって、専門家のアドバイスが必要な場合は、委託費の範

囲内で適切な専門家を企業に派遣し、アドバイス等を行う。  

専門家派遣の例としては、制度導入にあたり就業規則の改正が必要な場合の社会保険

労務士の派遣、どのような制度が当該企業の実情に適しているかどうかの判断を仰ぐた

めの経営コンサルタントの派遣、職場のメンタルヘルス向上のためどのような対策を導

入するのがよいか判断を仰ぐ場合の産業カウンセラーの派遣などが想定されるが、これ

以外の職種であっても構わない。  

 

（５）多様な働き方導入企業の見学会の開催  

   受託者は、多様な働き方を導入して効果的に活用している企業の好事例を、これから    

導入しようとする、または導入したものの活用ができていない企業へ普及させることを

目的として、以下の条件により導入企業の見学会を開催する。 

ア 見学会は、参加者数各回 15 社程度の規模で、県内４カ所（東信・南信・中信・北信  

地域各１回）で開催する。 

イ  開催時期の目安は、原則として、４月から 12 月の間とする。  

ウ 見学対象となる企業は、多様な働き方制度を導入し効果的に活用している企業を選 

定する。 

エ 見学会の内容については、参加者が具体的なイメージを持ち、参加者が属する企業  

の多様な働き方制度の導入に役立てることができるような内容とする。 

 

（６）介護分野における多様な働き方制度導入企業の見学会の開催  

   受託者は、介護分野において、多様な働き方制度を導入して効果的に活用している企

業の好事例を、これから導入しようとする、または導入したものの活用ができていない

企業へ普及させることを目的として、以下の条件により導入企業の見学会を開催する。 

ア 見学会は、WEB 配信により、原則１回開催する。  

イ 開催時期の目安は、原則として４月から 10 月の間とする。  

ウ 見学対象となる企業は、多様な働き方制度を導入し効果的に活用している企業を選

定する。 

エ 見学会の内容については、参加者が具体的なイメージを持ち、参加者が属する企業
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の多様な働き方制度の導入に役立てることができるような内容とする。 

 

（７）企業の課題に合わせた採用戦略構築支援  

   企業の個別の採用課題・ニーズに合わせて採用戦略の構築を支援する採用戦略コンサ  

  ルタント（以下「コンサルタント」という。）を派遣する。 

  ア コンサルタントの派遣に当たっては以下に留意する。 

   (ｱ)派遣先企業は 17 社程度とする。 

   (ｲ)派遣回数は１社原則６回（事前の課題調査を除く）とし、企業の採用課題解決及  

び採用戦略の構築に必要な回数を設定すること。 

   (ｳ)コンサルタントは相当の知見・経験を有する者とし、企業の課題・ニーズに合っ  

た者を選定すること。 

   (ｴ)コンサルタントが業務を行う上で必要な費用（謝金、旅費、設備費等）は委託費 

に含める。 

  イ 受託者は、コンサルタントの業務が円滑に実施できるよう支援体制を整えること。 

   (ｱ)受託者は、県の指定する条件に基づいてコンサルタント派遣企業の募集と選定を  

行い、県の承認を受ける。 

   (ｲ)受託者は、派遣先企業に対する事前の課題調査を行い、企業、コンサルタントと  

調整の上、支援計画を立てて県へ提出する。 

   (ｳ)採用活動の主体は派遣先企業であることを前提に、企業の十分な協力が得られる  

よう、企業側の受入体制構築を働きかける。 

   (ｴ)受託者は、派遣先企業の課題、コンサルティング内容、進捗等を記録、管理し、  

毎月の報告時に県へ提出する。 

(ｵ)必要に応じてアドバイザーによる支援につなげること。 

(ｶ)受託者は、コンサルティング終了後、派遣先企業にアンケートを実施し、県労働雇

用課へ提出すること。  

 

（８）採用力・発信力向上セミナーの開催 

   受託者は、採用ノウハウや効果的な求人情報発信方法の習得を目的とするセミナーと、 

セミナー参加者のうち希望者を対象とする個別相談会を、以下の条件により開催する。 

 ア セミナーの開催  

   (ｱ)WEB 配信により各１回ずつ開催する。 

   (ｲ)開催時期の目安は６月から８月の間とし、異なる内容とすること。 

   (ｳ)配信によりかかる設備等の経費は委託費に含める。 

   (ｴ)セミナーの内容は、採用活動の具体的な手法や考え方、最新の採用市場の動向等  

をテーマとし、参加者が採用ノウハウや効果的な求人情報発信方法を習得し、属す  

る企業の採用活動の見直しにつなげることのできるものとすること。詳細は受託後  

に協議の上、決定することとする。 

   (ｵ)受託者は、セミナーの講師との打合せを行い、必要な資料準備等を行う。 

   (ｶ)講師については、相当の経験や資格を有する者とする。 

   (ｷ)参加者は申込制とし、県の指定する条件に基づき募集する。  

また、申込時に企業の採用計画（時期、人数等）や課題、イの個別相談の希望有無 

等の情報を収集する。 

   (ｸ)申込者の管理及び当日の招待 URL 等の配信は受託者が行う。  
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 イ 個別相談会の実施  

   (ｱ)個別相談は WEB 会議形式で行い、設備等の経費は委託費に含める。 

   (ｲ)対象企業はセミナー１回につき 10 社程度とし、ア(ｷ)で収集した情報から受託者 

が選定し、県の承認を受ける。 

   (ｳ)相談に対応する相談員は相当の知識・経験を有する者とし、相談員との打合せは受  

託者が行うこと。 

   (ｴ) 相談実施後、相談内容及び対応状況をとりまとめ、県へ報告すること。 

   (ｵ) 必要に応じてアドバイザーによる支援につなげること。 

 

（９）啓発資料の作成・配布  

受託者は、（１）の業務に使用するほか、アドバンス認証の知名度アップ、認証企業の

ＰＲの目的で使用する啓発資料を企画・作成し、業務に使用する分を除いて県に引き渡

す。 

啓発資料は次表のとおり、委託候補者決定のための公募型プロポーザルにおいて提案  

した内容に基づいて作成する。また、次表のほかに、事業を効果的に実施するため啓発  

資料が必要になった場合は、県と受託者が協議の上、委託費の範囲内で作成するものと  

する。 

なお、作成に当たっては、県と受託者との協議により提案内容を変更して実施するこ  

ともあり得る。  

媒体 仕様 印刷部数  

両立支援パンフレット  

サ イ ズ：Ａ４ 

ページ数：８ページ（カラー）  

印  刷：両面印刷  

事業主用： 6,000 部 

求職者用： 4,000 部 

アドバンス認証チラシ  

サ イ ズ：Ａ３ 

ページ数：２ページ（カラー）  

印  刷：両面印刷  

折り加工：中折り（Ａ３をＡ４に折る） 

      折り加工済みの状態で納

品 

企業用： 5,000 部 

学生用：デザインデータ

（ＰＤＦ）  

 

（10）専用サイトの保守・管理  

専用サイト「ながのテレワーク」（URL https://telework-nagano.jp/）について、次  

の内容の保守・管理等を行う。 

ア サーバーの更新・管理（ SSL の更新等含む）  

イ 搭載 CMS の稼働確認、脆弱性対応  

  ウ 掲載情報のデータベースの最適化、バックアップ作業 

エ ドメインの維持管理  

オ システムに関する軽微な修正及び更新の対応  

カ 保守管理にあたっては以下に留意すること。 

 (ｱ)システムのセキュリティ対策については、最新の情報を元に万全な対策を実施する

こと。 

(ｲ)日本国内で一般的に利用されているブラウザ及び OS等で支障なく利用できること。

利用者が閲覧するために特別なソフトウェアを必要とするシステムとしないこと。 
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(ｳ)SEO（サーチエンジン最適化）対策を講じること。 

(ｴ)サイトに障害が発生した際には、速やかに対策を講じること。 

 (ｵ)保守・運営経費（サーバーレンタル料等）が必要最低限となるよう配慮すること。 

キ ウェブアクセシビリティに対応することとし（JIS X 8341-3:2016 適合レベル AA）、

対応方針及び試験結果をサイト内に掲載すること。 

ク 上記内容の他、目的を達成するために必要と認められる事項がある場合は、県と協  

議の上で実施すること。 

 

（11）認証制度及び認証企業のＰＲ 

受託者は、社員の子育て応援宣言及びアドバンス認証の認知度向上並びに登録企業

及び認証企業の増加を図るため、次の方法により広報を実施すること。  

ア 各種広報媒体を活用したＰＲの実施 

・新聞広告、ＳＮＳ、ウェブ広告など、周知効果の高い媒体を活用し、制度概要や認

証企業の取組を紹介すること。  

  イ 啓発資料の配布  

・（９）で作成したリーフレット等を企業訪問時や県主催のイベントで配布すること。  

  ウ その他、県労働雇用課と協議の上で有効と認められる広報活動  

 

（12）事業効果の調査  

    受託者は、企業の人材確保・定着に対する本事業の効果を調査（以下「人材確保状況  

等調査」という。）し、県へ報告する。 

ア 多様な働き方制度導入企業に対しては、アドバイザーの訪問等により聞き取り調査 

を行うこと。 

イ ５（５）、（６）及び（８）の参加企業に対し、アンケート調査を実施すること。（設

問例：（８）は採用人数、採用時期、採用者の勤務時間、所定内給与額） 

ウ イのアンケートは、本事業終了後の令和９年度以降も県もしくは県の実施する事業

の受託者が継続して利用することができるよう手段を講じること（例：複数ユーザー

の共同利用が可能な WEB アンケート作成ツールを使用する）。 

エ ５（７）のコンサルタント派遣企業に対し、採用結果の聞き取り及びアンケート調

査を実施すること。 

 

６ 県への報告 

（１）事業実施計画書  

業務委託契約締結時に、事業実施計画書及び実施体制表（様式任意）を県に提出する 

  こと。なお、事業実施計画書等に変更がある場合は、あらかじめその内容について変更 

後事業実施計画書等を添えて県に協議すること。 

（２）業務実施報告書 

受託者は次の事項について、業務実施報告書（様式任意）を毎月原則として翌月の 

15 日までに県に提出すること。なお、３月分の報告書は令和９年３月 31 日までに提出

すること。また、月報とは別に実施状況に関する報告を求める場合があるため、その都

度報告すること。 

ア 職場環境改善アドバイザーの訪問企業数及び面談（※）件数（新規訪問企業数及び

企業名） 
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イ 介護分野専門アドバイザーの訪問事業所数及び面談（※）件数（新規訪問事業者数

及び事業所名）   

（※）ア及びイにおける「面談」とは、職場環境改善アドバイザー及び介護分野専門ア

ドバイザーが企業（又は事業所）の担当者と対面、オンライン、又は電話等により実

施する、制度説明、課題ヒアリング、助言その他本事業の目的達成に必要なやり取り

を含む打合せを言う。 

ウ アドバンス認証企業数（新規認証企業、新規コース認証企業、更新企業）  

エ 多様な働き方制度導入企業数及び企業名、導入制度の内容  

オ 奨学金返還支援制度導入企業数及び企業名、制度未導入企業の状況  

カ 専門家派遣回数  

キ インターンシップ受入企業開拓数及び受入可能人数  

ク 各種セミナー等（５（５）、（６）及び（８））の実績（場所、実施内容、参加者

及び参加企業数、アンケート結果）  

ケ 採用戦略コンサルタント支援記録（派遣先企業名、回数、課題及び対応の進捗） 

コ 人材確保状況等調査の結果（企業名及び採用人数、正規・非正規の別  等） 

サ アドバンス認証審査件数及び企業名  

シ ５（12）イ及びエで実施したアンケート調査結果  

 

７ 成果目標 

（１）アドバンス認証企業数                80 社以上  

（２）奨学金返還支援制度導入企業サイト掲載数       50 社以上  

（３）採用戦略コンサルタントの支援による採用者数     20 人以上  

 

８ 事業実施上の留意事項  

（１）本事業の実施にあたっては、県労働雇用課と連携を図りながら取組むこと。 

（２）受託者は、月１回程度事業従事者全員のミーティングを行うなど、従事者のコミュニ  

ケーションを図るとともに、情報共有や課題を抽出し、事業が適切に実施できるよう配  

慮すること  

（３）受託者は、本事業の各種業務の情報を事業に関わる者の間で共有し、企業等の課題や

ニーズに応じて連携を図ること。 

（４）受託者は、各種業務を実施した際、参加者にアンケートを実施するなど、実施内容等  

の評価を行うこと。  

（５）受託者は、訪問企業等に対し、本事業が県の委託事業である旨、自社ホームページへ  

掲載するなど、広く理解と周知を図るよう努めること。 

（６）受託者は、業務を一括して第三者に委託し、又は請け負わせることはできない。ただ  

し、業務の一部については、受託者が予め県労働雇用課と協議し、県労働雇用課が書面

にて認め 

た場合に限り第三者への委託、又は請け負わせることができる。  

（７）個人情報の保護（取得・保護・管理）については十分に注意し、流出・損失を生じな  

いこと。 

（８） 事業の実施上知り得た機密情報及び個人情報等については、秘密を保持するとともに、

契約目的以外に使  

用してはならないこと。受託者だけでなく、受託者が派遣する専門家及びコンサルタン  
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トについても同様とする。 

（９）受託者は、５（９）及び（11）において作成した啓発資料及び広告作品については、 

著作権法第 21 条から第 28 条までに規定する権利（著作権）を県に無償で譲渡するもの  

とする。受託者は、県の書面による事前の同意を得なければ、著作権法第 18 条から第  

20 条に規定する権利（著作者人格権）を行使することはできない。 

 

９ その他 

この仕様書に定めのない事項及びこの仕様書に関して疑義が生じたときは、その都度協

議するものする。 


